
真岡市立久下田中学校 「学校いじめ防止基本方針」

○ いじめの定義といじめに対する基本方針

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と

一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感

じているもの。をいう。

「いじめは絶対に許されない」「いじめはいじめる側が悪い」ということや「いじめはどの子どもにも、

どの学校においても起こり得る」ということを、全ての職員が強く認識し、いじめのない学校づくりに向け

て学校組織をあげて取り組む。

また、「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談すること

が重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報す

ることが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、

早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取る。

１ 組織的な対応に向けて

いじめへの対応は校長を中心に全職員が共通理解を図りながら一致協力体制を確立し、組織

的に早期に対応していく。

（１）いじめ対策委員会＜定期開催・学期に一度＞

いじめ問題の未然防止、早期発見のために、情報交換、対策・対応に関する共通理解を図

る。また、取組についての評価を行い、改善を図る。

＜校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・学年主任・養護教諭・教育相談係・ＳＣ等＞

（２）いじめ対策生徒指導部会＜週に一度＞

いじめ問題の現状や具体策について話し合う。

＜生徒指導主事・学年生徒指導・養護教諭・ＳＣなど＞

（３）いじめ認知時の対応に係る委員会＜随時開催＞

いじめが起きたとき、いじめの疑いがある事案が発生したときに、方針や対策について協

議し、対応する。

＜校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・学年主任・学年生徒指導・教育相談係・養護教

諭・ＳＣ・該当生徒の担任・関係の深い教職員・必要に応じ外部専門家など＞

２ いじめの未然防止に向けて

生徒が規律正しい態度で授業や学校行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集

団づくりを行うことを基礎として、以下のような未然防止策に取り組んでいく。

（１）心の教育の推進

・基本的な生活習慣の確立を図る。（服装、あいさつ、整理整頓、給食、清掃などの指導）

・道徳の時間を充実させ、豊かな心を育み、命の大切さについての指導を行う。

・情操教育や人権教育・体験活動を充実させ、生徒の豊かな情操と人権感覚を培う。

・ネット上のいじめに対して学級活動等で情報モラル教育を行う。



・保護者に対して、学校便りや学年便り、保護者会等で本校の決まりを説明し、情報モラ

ル等に関する情報を知らせたり各家庭のルールの再確認を促したり保護者の啓発を推進

する。

・教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがな

いよう、教職員自身の人権感覚を磨くと共に、指導に細心の注意を払う。

（２）分かる授業の推進

・基本的な学習規律の確立を図る。（チャイムスタート、授業のあいさつ、話の聞き方、発

表の仕方、課題の提出など）

・分かりやすい授業を心がけ、基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就

感をもたせる。

（３）よりよい集団づくりへの取組

・一人一人のよさを認めたり、互いの違いを尊重し合ったりすることのできる学級づくり

を進め、帰属意識の高い集団の育成を図る。

・一人一人が活躍し、互いに認め合える場を設け、自己有用感を高める。

・生徒が自分たちでルールをつくる場を設け、協力して実行させることで、規範意識の高

揚を図る。

・部活動への積極的な取組を推進し、仲間づくりへの意欲を高めさせる。

（４）生徒主体の活動の推進

・生徒会が主体となり、生徒総会や生徒集会等において、いじめ撲滅宣言を行う。

・人権週間には、いじめ防止に関する標語やポスターを募集したり、掲示したりするなど

して、生徒にいじめについて真剣に考える機会をもたせる。また、標語等については廊

下などに掲示し啓発する。

３ いじめの早期発見・事案対処に向けて

いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われたり、遊びやふざけあいを装って行わ

れたりすることが多いという認識を全職員が強く持って、いじめの兆候に敏感になり、些細な

変化も見逃さないようにし、早期発見に努める。

（１）定期的なアンケート調査（学期数回）の実施等により、いじめの実態把握に取り組む。ア

ンケート調査後には、追跡調査やチャンス相談を適時実施する。

（２）教育相談週間を年間に３回、設定する。

（３）日頃から生徒との信頼関係を深め、生徒がいつでもいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。

（４）いじめを見たり聞いたりした生徒には、止めさせることはできなくても誰かに知らせる勇

気をもつよう働きかける。

（５）登校指導、昼休みの巡回、授業中や休み時間、放課後の生徒観察、日記指導等を通して、

交友関係や悩みを把握する。把握した情報は、速やかに関係職員で情報を共有する。

（６）個人面談や家庭訪問、学級懇談の機会を活用し、保護者と連携して情報の収集を図る。

（７）２日連続で欠席した場合には、保護者や本人に電話連絡し、情報収集にあたる。

（８）生徒・保護者に、「いじめ相談・通報窓口（生徒指導主事）」を周知する。

（９）いじめに関する校内研修を年間計画に位置付け実践し、教職員の共通理解を図るとともに、

具体的対応力の向上を図る。



（１０）いじめに関するチェックリスト（教職員用）を用いた自己診断を実施し、いじめについ

ての認識や対応について確認をする。

４ いじめの解消に向けて

いじめが生じたときには、早期に適切な対応を行い、関係する生徒や保護者が納得する解消

を目指す。組織的な指導体制を確立し、教職員全員の共通理解のもと、保護者の協力を得て、

関係機関・専門機関と連携し、対応に当たる。

（１）いじめ問題を発見・通報を受けた教職員は、一人で対応せず、学年主任と生徒指導主事に

すぐに報告する。

（２）情報収集を綿密に行い、すみやかに事実の有無の確認を行う。

（３）「いじめ認知時の対応に係る委員会」で直ちに情報を共有し、的確な役割分担をして問題の

解決に図る。

（４）いじめの事実が確認された場合、いじめを行った生徒に対して毅然とした態度で指導にあ

たり、その保護者への助言を継続的に行う。

（５）いじめられている生徒の身の安全を最優先に考える。いじめを受けた生徒・保護者に対し

て、継続的な支援を行う。

（６）スクールカウンセラーや保護者の他、必要に応じて家庭や地域、関係機関と連携して対処

に当たる。

（７）いじめを見ていた生徒や周囲の生徒に対しては、自分の問題として捉えさせ、いじめは絶

対に許されない行為であり、集団の一員として共に解決していこうとする態度を育成する。

（８）いじめの解消については、単に謝罪やいじめの行為が止んだことをもって安易に判断する

ことなく、いじめられた生徒の状態を長期間注視したり、定期的に本人や保護者に現状を伺

うなどして判断していく。また、いじめが解消した後も、いじめられた生徒、いじめた生徒

の双方を継続的に指導・援助して、良好な人間関係の構築に努める。

（９）ネット上の不適切な書き込みに対しては、直ちに削除する措置をとる。必要に応じて、地

方法務局や所轄警察署など関係機関と連携して指導に当たる。

５ 重大事案への対応

生命・身体または財産等に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときは、次の対処を行う。

（１）重大事態が発生した旨を真岡市教育委員会に速やかに報告するとともに、所轄警察署等の

関係機関に通報し、適切な援助を求める。

（２）教育委員会と協議の上、当該事案に対応する組織「いじめ認知時の対応に係る委員会」を

設置し、学校組織を挙げて行う。

（３）当該生徒及び保護者の意向を十分に配慮した上で、保護者説明会等により、適時・適切に

全ての保護者に説明するとともに、解決に向けての協力を依頼する。

（４）上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な

情報を適切に提供する。

（５）上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施し、速やかに学校として

の再発防止策をまとめ、学校組織を挙げて着実に実践する。


